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「
蒙
古
源
流
』
と
他
の
モ
ン
ゴ
ル
年
代
記
と
の

関
係
に
つ
い
て

森

}II 

哲

t住

『
蒙
古
源
流
』
は
一
七
世
紀
後
牢
に
編
纂
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
年
代
記
の
一
つ

で
あ
る
。
き
わ
め
て
堕
富
な
内
容
を
持
ち
、
と
り
わ
け
明
代
か
ら
清
代
に
か
け

て
の
モ
ン
ゴ
ル
史
研
究
の
重
要
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
。
『
蒙
古
源
流
』
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
方
面
か
ら
多
く
の
研
究
が
行
わ

れ
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
不
明
な
黙
が
多
い
。
そ
の
一
つ
は
サ
ガ
ン

・
セ
チ
ェ

ン
自
身
が
利
用
し
た
史
料
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
年
代
記
に
は
珍

し
く
彼
は
七
つ
の
史
料
の
名
前
を
明
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
彼
が
利
用
し
た

史
料
が
現
存
す
る
史
料
の
ど
れ
に
嘗
た
る
か
に
つ
い
て
、
す
で
に
多
く
の
研
究

が
な
さ
れ
、
一
部
は
解
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
部
に
つ
い
て
は
大

き
な
誤
解
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
他
方
『
蒙
古
源
流
』
は
そ
の
後
に
編
纂
さ
れ

た
モ
ン
ゴ
ル
年
代
記
の
編
纂
に
も
大
き
な
影
響
を
輿
え
て
い
る
。
本
報
告
で
は

こ
の
貼
に
つ
い
て
『
蒙
古
源
流
』
が
『
ア
ル
タ
ン
・
ト
プ
チ
』
、
『
シ
ラ

・
ト
ク

l
ジ
』
や
『
チ
ン
ギ
ス
・
ハ

l
ン
の
ア
ル
タ
ン

・
ト
プ
チ
』
、
『
ア
サ
ラ
ク
チ

史
』
そ
の
他
の
モ
ン
ゴ
ル
年
代
記
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て

検
討
し
、
モ
ン
ゴ
ル
年
代
記
の
史
料
的
償
値
の
問
題
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
。

中
園
近
代
に
お
け
る
一
商
禽
制
度
の
特
質
に
つ
い
て
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開
期
華
南
の
一
商
舎
を
中
心
と
し
て
|
|

陳

来

幸

近
年
一
商
舎
研
究
は
相
首
な
進
展
を
見
て
い
る
が
、
こ
と
華
南
地
匿
の
研
究
は

僅
少
で
、
園
民
政
府
以
降
の
時
期
に
言
及
し
た
研
究
も
少
な
い
。
本
報
告
で
は

庚
州
徳
一商
曾
が
庚
州
市
一
商
舎
へ
と
獲
貌
を
途
げ
た
経
緯
を
跡
付
け
た
う
え
で
、

園
民
政
府
と
市
一商
曾
と
の
関
係
お
よ
び
華
南
地
匿
の
商
舎
の
特
徴
に
つ
い
て
分

析
す
る
。

北
伐
の
起
貼
で
あ
っ
た
康
東
は
も
っ
と
も
早
く
園
民
黛
の
「
商
民
運
動
」
の

洗
躍
を
受
け
、
一
商
一
人
組
織
は
庚
東
政
府
と
園
民
黛
の
方
針
に
終
始
左
右
さ
れ
績

け
た
。
こ
こ
で
誕
生
し
た
「
喬
一
民
協
舎
」
は
北
伐
の
進
展
と
と
も
に
、
新
し
い

一
商
人
園
鶴
(
市
商
曾
)
へ
と
統
合
さ
れ
る
一
方
、
「
革
命
的
商
民
」
の
精
紳
は

園
産
品
の
時
党
助
と
そ
の
愛
用
運
動
の
方
向
へ
と
綴
承
さ
れ
た
。
一
九
二
八
年
と

三
0
年
代
初
期
の
庚
州
総
(
市
)
商
舎
の
舎
議
録
と
牧
支
記
録
に
よ
っ
て
こ
の

時
期
の
線
一商
舎
の
機
能
を
貼
検
す
る
。

一
方
、
東
北
、
華
北
、
長
江
下
流
地
匿
と
の
比
較
に
お
い
て
、
海
外
華
僑
と

の
窓
口
機
関
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
、
筆
南
地
域
の
商
品
閏
の
特
色
と
し
て
指

摘
し
た
い
。
清
朝
末
期
、
華
僑
迭
出
機
関
と
し
て
度
門
に
設
け
ら
れ
た

「保
一商

局
」
は
、
度
門
一
商
務
総
舎
の
設
立
の
際
に
そ
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
経
緯
が

あ
る
。
庚
州
総
商
一
曾
自
身
の
曾
務
報
告
も
、
こ
の
貼
を
自
商
舎
の
特
徴
と
し
て

い
る
。
商
事
公
断
(
仲
裁
〉
、
調
査

・
勧
業
、
な
ど
各
地
商
曾
共
通
の
役
割
と

並
び
、
華
僑
と
僑
郷
と
の
聞
の
安
定
的
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
構
築
後
制
へ
の
支
援
と
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